
〔令和 3年度〕

自治公民館に対する市の各種助成等一覧表

(令和3年 4月 6口 現在)

助成等の種類及び名称 助成等の基準及び内容 市の所管課

自治公民館施設整備費補助

自治公民館等の集会所又はスポーツ広場の新設、増改築

等に要した経費の16%を補助 (1,000円単位)

ただし、補助対象経費が自治公民館加入世帯数に応 じ、

次に定める額以下の場合は対象外となります。

50世帯未満       30万 円

50世帯以上100世帯未満 50万円

100世帯以上      70万 円

<限度額>
50世帯未満       135万 円

50世帯以上100世帯未満 112.5万円

100世帯以上      90万 円

※事前にご相談ください。

地域づくり

支援課
《第 2庁舎 3階》

(直通 )

22-8159

(メ ールア ドレス)

chiik10city.kuraフ

oshi.lg.jp

コミュニティ助成事業

来年度実施される事業を今年度の 9月 頃に募集します。

事業区分は次の4区分です。(助成額はすべて10万円単位)

なお、助成要件に合致しても申請数等の状況により不採択

となる場合があります。

(1)一般コミュニティ助成事業

自治公民館などが行うコミュニティ活動に直接必要な

設備の整備に助成を行います。※助成額 :100～ 250万 円

(2)コ ミュニティセンター助成事業

自治公民館などが行う多目的な総合施設 (コ ミュニティ
センター ◆集会所等)の建設整備に助成を行います。

※助成額 :対象事業費の 5分の3(1,500万円が限度)

(3)青少年健全育成助成事業

親子で参加するスポーツ・レクリエーション活動やコミ

ュニティ活動等に関する事業に助成を行います。

※助成額 :30万円～100万円

(4)地域防災組織育成助成事業 (防災安全課)

自主防災組織が行う地域の災害の被害防止活動及び軽

減活動に直接必要な施設又は設備の整備に助成を行いま

す。※助成額 :30～ 200万円
※事前にご相談ください。

自治公民館施設整備資金貸付

自治公民館等の集会所又はスポーツ広場の新設、増改築

等に要した経費に充てるための資金の貸付けを行う制度。

(実施主体 :鳥取県市町村振興協会)

・貸付額 :100～ 2,000万円
。償還期間 :15年以内 (1年以内のすえ置き期間を含む)

。償還方法 :元金均等半年試償還
・預託金融機関 :山陰合同銀行 。鳥取銀行

※事前にご相談ください。
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